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‐１‐ 

報告第５号 

 

   専決処分の報告について 

 

 損害賠償の額を定めることについて、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第

１８０条第１項の規定により次のとおり専決処分をしたので、同条第２項の規定に

より報告する。 

 

  令和７年６月９日提出 

 

                 東広島市長    垣    德    

 

１ 専決処分の内容 

 (1) 損害賠償の額 

 １万７６３円 

 (2) 債 権 者 

 

 

２ 専決処分年月日 

  令和７年５月１６日 

  



‐２‐ 

 （報告理由） 

 令和７年３月２５日、一般国道３７５号と市道造賀西６２号線の交差点におい

て、公用車と軽自動車が衝突し、当該軽自動車の左側面を損傷した事故があり、損

害賠償の額を定めることについて専決処分をしたので、この処分について報告する

ものである。 
 
 
 
 （根拠法令） 
 地方自治法 
第１８０条 普通地方公共団体の議会の権限に属する軽易な事項で、その議決によ

り特に指定したものは、普通地方公共団体の長において、これを専決処分にする

ことができる。 
② 前項の規定により専決処分をしたときは、普通地方公共団体の長は、これを議

会に報告しなければならない。 
 

専決処分事項の指定について（平成２年１０月８日議決） 
地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１８０条第１項の規定により、次の事

項については、これを市長において専決処分することができるものとする。 
 (1) １件５０万円以下の法律上市の義務に属する損害賠償の額を決定すること。 



‐３‐ 

報告第６号 

 

専決処分の報告について 

 

損害賠償の額を定めることについて、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第

１８０条第１項の規定により次のとおり専決処分をしたので、同条第２項の規定に

より報告する。 

 

令和７年６月９日提出 

 

                 東広島市長    垣    德   

 

１ 専決処分の内容 

 (1) 損害賠償の額 

   ２５万２,１４５円 

 (2) 債 権 者 

    

    

２ 専決処分年月日 

  令和７年５月２１日 

  



‐４‐ 

（報告理由） 

令和７年１月２０日、市道大矢大仙線において、この道路の管理上の瑕疵
か し

によ

り、当該道路の法面から落下したとみられる路上の石に走行中の普通自動車が接触

し、当該普通自動車の底部を損傷した事故があり、損害賠償の額を定めることにつ

いて専決処分をしたので、この処分について報告するものである。 

 

 

 

（根拠法令） 

地方自治法 

第１８０条 普通地方公共団体の議会の権限に属する軽易な事項で、その議決によ

り特に指定したものは、普通地方公共団体の長において、これを専決処分にする

ことができる。 

② 前項の規定により専決処分をしたときは、普通地方公共団体の長は、これを議

会に報告しなければならない。 

 

 専決処分事項の指定について（平成２年１０月８日議決） 

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１８０条第１項の規定により、次の事

項については、これを市長において専決処分することができるものとする。 

(1) １件５０万円以下の法律上市の義務に属する損害賠償の額を決定すること。 

 



‐５‐ 

報告第７号 

 

専決処分の報告について 

 

損害賠償の額を定めることについて、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第

１８０条第１項の規定により次のとおり専決処分をしたので、同条第２項の規定に

より報告する。 

 

令和７年６月９日提出 

 

                 東広島市長    垣    德   

 

１ 専決処分の内容 

 (1) 損害賠償の額 

   ２６万９,９１６円 

 (2) 債 権 者 

   東広島市高屋町小谷５４６２番地４ 

   株式会社栄森トラスト 

   代表取締役 渡 辺 慧 士 

２ 専決処分年月日 

  令和７年５月２１日 

  



‐６‐ 

（報告理由） 

令和７年２月３日、市道寺家西７７号線において、この道路の管理上の瑕疵
か し

によ

り、道路の一部が陥没していたため、走行中の普通自動車の左側前後輪を損傷した

事故があり、損害賠償の額を定めることについて専決処分をしたので、この処分に

ついて報告するものである。 

 

 

 

（根拠法令） 

地方自治法 

第１８０条 普通地方公共団体の議会の権限に属する軽易な事項で、その議決によ

り特に指定したものは、普通地方公共団体の長において、これを専決処分にする

ことができる。 

② 前項の規定により専決処分をしたときは、普通地方公共団体の長は、これを議

会に報告しなければならない。 

 

 専決処分事項の指定について（平成２年１０月８日議決） 

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１８０条第１項の規定により、次の事

項については、これを市長において専決処分することができるものとする。 

(1) １件５０万円以下の法律上市の義務に属する損害賠償の額を決定すること。 

 



‐７‐ 

報告第８号 

 

   専決処分の報告について 

 

 損害賠償の額を定めることについて、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第

１８０条第１項の規定により次のとおり専決処分をしたので、同条第２項の規定に

より報告する。 

 

  令和７年６月９日提出 

 

                 東広島市長    垣    德    

 

１ 専決処分の内容 

 (1) 損害賠償の額  

３８万１,０００円 

 (2) 債  権  者  

 

 

２ 専決処分年月日 

  令和７年３月３１日 

  



‐８‐ 

 （報告理由） 

 令和７年２月２２日、西条町助実の給油所の敷地内において、駐車しようとして

方向転換した消防車が駐車していた貨物自動車に接触し、当該貨物自動車の左側面

等を損傷した事故があり、損害賠償の額を定めることについて専決処分をしたの

で、この処分について報告するものである。 

 

 

 

 （根拠法令） 

 地方自治法 

第１８０条 普通地方公共団体の議会の権限に属する軽易な事項で、その議決によ

り特に指定したものは、普通地方公共団体の長において、これを専決処分にする

ことができる。 

② 前項の規定により専決処分をしたときは、普通地方公共団体の長は、これを議

会に報告しなければならない。 

 

 専決処分事項の指定について（平成２年１０月８日議決） 

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１８０条第１項の規定により、次の事

項については、これを市長において専決処分することができるものとする。 

 (1) １件５０万円以下の法律上市の義務に属する損害賠償の額を決定すること。 



‐９‐ 

報告第９号 

 

   専決処分の報告について 

 

 損害賠償の額を定めることについて、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第

１８０条第１項の規定により次のとおり専決処分をしたので、同条第２項の規定に

より報告する。 

 

  令和７年６月９日提出 

 

                 東広島市長    垣    德    

 

１ 専決処分の内容 

 (1) 損害賠償の額  

９万６,５８０円 

 (2) 債  権  者  

 

 

２ 専決処分年月日 

  令和７年５月１３日 

  



‐１０‐ 

 （報告理由） 

 令和７年３月１３日、市道西本町７号線を走行中の消防車が民家の樋
とい

に接触し、

当該樋を損傷した事故があり、損害賠償の額を定めることについて専決処分をした

ので、この処分について報告するものである。 

 

 

 

 （根拠法令） 

 地方自治法 

第１８０条 普通地方公共団体の議会の権限に属する軽易な事項で、その議決によ

り特に指定したものは、普通地方公共団体の長において、これを専決処分にする

ことができる。 

② 前項の規定により専決処分をしたときは、普通地方公共団体の長は、これを議

会に報告しなければならない。 

 

 専決処分事項の指定について（平成２年１０月８日議決） 

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１８０条第１項の規定により、次の事

項については、これを市長において専決処分することができるものとする。 

 (1) １件５０万円以下の法律上市の義務に属する損害賠償の額を決定すること。 



‐１１‐ 

報告第１０号 

 

専決処分の報告について 

 

損害賠償の額を定めることについて、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第

１８０条第１項の規定により次のとおり専決処分をしたので、同条第２項の規定に

より報告する。 

 

令和７年６月９日提出 

 

                 東広島市長    垣    德   

 

１ 専決処分の内容 

 (1) 損害賠償の額 

 ９万５,８２４円 

 (2) 債  権  者  

 

    

２ 専決処分年月日 

  令和７年５月２１日 

  



‐１２‐ 

（報告理由） 

令和７年３月１５日、東広島市豊栄生涯学習センターの敷地内において、当該生

涯学習センターの機材搬入口の天井の塗装の一部が剥がれて落下し、当該機材搬入

口に駐車していた軽自動車に当たり、当該軽自動車のボンネット等を損傷した事故

があり、損害賠償の額を定めることについて専決処分をしたので、この処分につい

て報告するものである。 

 

 

 

（根拠法令） 

地方自治法 

第１８０条 普通地方公共団体の議会の権限に属する軽易な事項で、その議決によ

り特に指定したものは、普通地方公共団体の長において、これを専決処分にする

ことができる。 

② 前項の規定により専決処分をしたときは、普通地方公共団体の長は、これを議

会に報告しなければならない。 

 

 専決処分事項の指定について（平成２年１０月８日議決） 

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１８０条第１項の規定により、次の事

項については、これを市長において専決処分することができるものとする。 

(1) １件５０万円以下の法律上市の義務に属する損害賠償の額を決定すること。 

 



‐１３‐ 

報告第１１号 

 

   専決処分の報告について 

 

 東広島市地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例の一部を改正する

条例について、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１８０条第１項の規定に

より別紙のとおり専決処分をしたので、同条第２項の規定により報告する。 

 

  令和７年６月９日提出 

 

                 東広島市長    垣    德    

  



‐１４‐ 

 （報告理由） 

 流通業務の総合化及び効率化の促進に関する法律（平成１７年法律第８５号）の

一部改正に伴い、条例において引用している同法の題名及び条項の整理を行うた

め、東広島市地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例の一部を改正す

る条例を定めることについて専決処分をしたので、この処分について報告するもの

である。 

 

 

 

 （根拠法令） 

地方自治法 

第１８０条 普通地方公共団体の議会の権限に属する軽易な事項で、その議決によ

り特に指定したものは、普通地方公共団体の長において、これを専決処分にする

ことができる。 

② 前項の規定により専決処分をしたときは、普通地方公共団体の長は、これを議

会に報告しなければならない。 

 

 専決処分事項の指定について（平成２年１０月８日議決） 

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１８０条第１項の規定により、次の事

項については、これを市長において専決処分することができるものとする。 

 (3) 法律又は法律に基づく命令（告示を含む。以下「法令」という。）の改正又

は廃止に伴い、当該法令の題名、条項又は用語を引用する規定の整理（－略

－）を行うため、条例を改正すること。 

  



‐１５‐ 

専  決  処  分  書 

 

東広島市地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例の一部を改正する

条例を次のように定めることについて、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第

１８０条第１項の規定により専決処分をする。 

 

  令和７年３月２６日 

 

                 東広島市長    垣    德    

  



‐１６‐ 

   東広島市地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例の一部 

を改正する条例 

 

 東広島市地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例（平成１６年東広

島市条例第７１号）の一部を次のように改正する。 

 別表第２の３１の表中「流通業務の総合化及び効率化の促進に関する法律（平成

１７年法律第８５号）第２条第１号」を「物資の流通の効率化に関する法律（平成

１７年法律第８５号）第４条第１号」に改める。 

別表第２の３３の表、３６の表及び３８の表中「流通業務の総合化及び効率化の

促進に関する法律第２条第１号」を「物資の流通の効率化に関する法律第４条第１

号」に改める。 

   附 則 

 この条例は、令和７年４月１日から施行する。 



‐１７‐ 

報告第１２号 

 

   東広島スマートエネルギー株式会社の経営状況について 

 

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２４３条の３第２項の規定により、東

広島スマートエネルギー株式会社の経営状況を説明する書類を別冊のとおり提出す

る。 

 

  令和７年６月９日提出 

 

東広島市長    垣    德    

 

 

  



‐１８‐ 

（根拠法令） 

 地方自治法 

第２４３条の３ 

２ 普通地方公共団体の長は、第２２１条第３項の法人について、毎事業年度、政

令で定めるその経営状況を説明する書類を作成し、これを次の議会に提出しなけ

ればならない。 



‐１９‐ 

報告第１３号 

 

   東広島流通センター株式会社の経営状況について 

 

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２４３条の３第２項の規定により、東

広島流通センター株式会社の経営状況を説明する書類を別冊のとおり提出する。 

 

  令和７年６月９日提出 

 

                 東広島市長    垣    德    



‐２０‐ 

 （根拠法令） 

 地方自治法 

第２４３条の３ 

２ 普通地方公共団体の長は、第２２１条第３項の法人について、毎事業年度、政

令で定めるその経営状況を説明する書類を作成し、これを次の議会に提出しなけ

ればならない。 



‐２１‐ 

報告第１４号 

 

   東広島市土地開発公社の経営状況について 

 

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２４３条の３第２項の規定により、東

広島市土地開発公社の経営状況を説明する書類を別冊のとおり提出する。 

 

  令和７年６月９日提出 

 

                 東広島市長    垣    德    



‐２２‐ 

 （根拠法令） 

 地方自治法 

第２４３条の３ 

２ 普通地方公共団体の長は、第２２１条第３項の法人について、毎事業年度、政

令で定めるその経営状況を説明する書類を作成し、これを次の議会に提出しなけ

ればならない。 

 



‐２３‐ 

報告第１５号 

 

   公益財団法人東広島市教育文化振興事業団の経営状況について 

 

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２４３条の３第２項の規定により、公

益財団法人東広島市教育文化振興事業団の経営状況を説明する書類を別冊のとおり

提出する。 

 

  令和７年６月９日提出 

 

                 東広島市長    垣    德 



‐２４‐ 

 （根拠法令） 

 地方自治法 

第２４３条の３ 

２ 普通地方公共団体の長は、第２２１条第３項の法人について、毎事業年度、政 

 令で定めるその経営状況を説明する書類を作成し、これを次の議会に提出しなけ 

 ればならない。 



‐２５‐ 

報告第１６号 

 

令和６年度東広島市繰越明許費繰越計算書について 

 

 令和６年度東広島市一般会計予算及び令和６年度八本松駅前土地区画整理事業特

別会計予算の一部について、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２１３条第

１項の規定により別紙のとおり翌年度に繰り越したので、地方自治法施行令（昭和

２２年政令第１６号）第１４６条第２項の規定により報告する。 

 

令和７年６月９日提出 

 

東広島市長    垣    德    

 



‐２６‐ 

（根拠法令） 

地方自治法 

第２１３条 歳出予算の経費のうちその性質上又は予算成立後の事由に基づき年度

内にその支出を終わらない見込みのあるものについては、予算の定めるところに

より、翌年度に繰り越して使用することができる。 

 

地方自治法施行令 

第１４６条 

２ 普通地方公共団体の長は、繰越明許費に係る歳出予算の経費を翌年度に繰り越

したときは、翌年度の５月３１日までに繰越計算書を調製し、次の会議において

これを議会に報告しなければならない。 

 









‐３０‐ 

報告第１７号 

 

   令和６年度東広島市下水道事業会計予算繰越計算書について 

 

 令和６年度東広島市下水道事業会計予算の一部について、地方公営企業法（昭和

２７年法律第２９２号）第２６条第１項及び第２項ただし書の規定により別紙のと

おり翌年度に繰り越したので、同条第３項の規定により報告する。 

 

  令和７年６月９日提出 

 

                 東広島市長    垣    德    

 



‐３１‐ 

 （根拠法令） 

 地方公営企業法 

第２６条 予算に定めた地方公営企業の建設又は改良に要する経費のうち、年度内

に支払義務が生じなかつたものがある場合においては、管理者は、その額を翌年

度に繰り越して使用することができる。 

２ 前項の規定による場合を除くほか、毎事業年度の支出予算の金額は、翌事業年

度において使用することができない。ただし、支出予算の金額のうち、年度内に

支出の原因となる契約その他の行為をし、避け難い事故のため年度内に支払義務

が生じなかつたものについては、管理者は、その金額を翌事業年度に繰り越して

使用することができる。 

３ 前２項の規定により予算を繰り越した場合においては、管理者は、地方公共団

体の長に繰越額の使用に関する計画について報告をするものとし、報告を受けた

地方公共団体の長は、次の会議においてその旨を議会に報告しなければならな

い。 

 






